
 

 

 

 

 

 

  

                                   令和７年３月５日発行 

                       我孫子市少年センター便り 第 194 号 

                        我孫子市少年指導員連絡協議会 会長 深津祥子

                        我孫子市少年センター センター長   川本将多 

                        電話 ７１８５-１３６７  ＦＡＸ ７１８２-５８６７ 

①けが人の救護  

119 番に通報し、救急車を呼ぶ。 

②安全の確保  

歩道など安全な場所に自転車を移動させるなど

し、二次被害を防ぐ。 

③警察への通報 

 110 番に通報し、警察に連絡する。保護者・学校

へも連絡をする。 

④相手の連絡先の確認 

⑤保険会社に連絡 

 自転車保険に入っている会社に連絡する。 

 ・・・ 

 
パトロールでは多くの人にすれ違いま

す。その時に「ご苦労様です。」や、「いつ
もありがとう。」といった嬉しくなる声を掛けて
いただきます。 
それは我孫子に地域というコミュニティが

根付いているからだと思います。それが維

持できているのは、地域の方々と夏の暑
い日や冬の寒い日でも活動している少年
指導員の方々のおかげだと感じました。 
 

久寺家中学校区 並木小学校 
少年指導員 小林 昇 

 
我孫子第四小学校は、我孫子駅前に

位置しています。そのため、大きな商業施設
や人や車通りの多い場所、入り組んだ見通
しの悪い道路など、子供たちが危険に出会
う可能性もあります。そのような地域に住む子
供たちや保護者の方にとって、少年指導員

などの「地域で子どもを見守る体制」は、安
心して生活ができる環境づくりの一助となっ
ています。 
 

白山中学校区 我孫子第四小学校 
少年指導員 大越 陸 

 

◆裁判で加害者が支払いを命じられた額 

９，５２１万円 
◆男子小学生（11 歳）が夜間、帰宅途中に

自転車で走行中、歩道と車道の区別のな

い道路において歩行中の女性（62 歳）と

正面衝突。女性は頭がい骨骨折等の傷害

を負い、意識が戻らない状態になった。 

（神戸地方裁判所、平成２５年７月判決） 

 

自転車も自動車

の仲間だよ！ 

被害者にも加害者に

もならないために 

知っておこう！ 

次ページに続く 
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①「ながら運転」は違反です！  【５万円以下の罰金】  ②車道の左側を走ろう 
（道路交通法 71 条第 6 号、千葉県道路交通法施行細則第 9 条） 

 
 
 
 
 
 
 
 
③歩いている人が優先です   ④交差点では安全確認 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
令和６年度 広報委員：前田（我孫子中区） 椎名（白山中区）  直江（久寺家中区）   

藤田（湖北中区）  小森（湖北台中区） 田浦（布佐中区） 

 

自転車ルール 家族で確認しよう 

 

ちばサイクルールチラシより 

         

“自転車”をとり巻く環境は、「ながらスマホにお

ける事故」や「交通ルールの改正」で色々と変化の時期であると感じまし

た。まずは今回取り上げた記事をもとに、お子さんや周りの方と便利で身

近な”自転車”の安全性のためにいま一度どうすればよいのか話してみて

はいかがでしょうか。そして人も自分も守るために、自転車の点検・整備

を忘れずにしていきましょう。（布佐中区・田浦） 

 

（

布佐中区 田浦） 

 

  

 

 

 

 

内閣府自転車安全講座より 

ぶ  …ブレーキはちゃんと利きますか？ 
た  …タイヤの空気は入っていますか？ 
   すり減っていませんか？ 
は  …反射材は光を反射していますか？ 
しゃ…車体やハンドルはガタガタしていません

か？ 
べる…ベルはしっかり鳴りますか？ 

道 路 標 識 

 

自転車点検の合言葉 


